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国土交通省事業 一般国道 事業
関東地方整備局事業名 一般国道１７号与野大宮道路 区分 主体

よ の お お み や ど う ろ

自：埼玉県さいたま市中央区上落合 延長
ち ゅ う お う く かみおちあい

１．２km起終点 至：埼玉県さいたま市中央区上落合
ち ゅ う お う く か み お ちあ い

一般国道１７号は、東京都中央区から新潟県新潟市までの延長３７２ｋｍの路線で、首都圏と北事業概要
陸地方を結ぶ大動脈である。埼玉県内においては、中央部を南北に縦断する重要な路線として、産業、経済、
文化の交流を促進し、地域の発展に貢献する重要な路線である。与野大宮道路は、交通混雑の緩和 「さいた、
ま新都心」事業を支援するさいたま新都心関連街路の骨格道路として 「さいたま新都心」の発展に寄与する、
ものである。
Ｈ６年度事業化 Ｈ元年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１０年度工事着手

全体事業費 約２００億円 事業進捗率 ６５％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 ３１，０００台／日
費用便益比 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年（残事業 （事業全体） （残事業 （事業全体）） ）

事業全体) １７/８３億円 ２２０/２２０億円 平成１５年(
１２/７８億円 ２０７/２０７億円２．６ 事 業 費： 走行時間短縮便益：

５/５億円 ４/４億円（残事業） 維持管理費： 走行費用減少便益：
９/９億円１３．３ 交通事故減少便益：

事業の効果等
・円滑なモビリティの確保（混雑時旅行速度が20㎞/ｈ未満の区間の旅行速度改善が期待される）
・個性ある地域の形成（埼玉中枢都市圏業務核都市である「さいたま新都心」への移動支援）

他６項目に該当
関係する地方公共団体等の意見

埼玉県が一般国道１７号さいたま新都心関連区間の整備・計画の促進を要望（毎年）
さいたま市が、一般国道１７号さいたま新都心関連区間の整備推進を要望（Ｈ 年度）15

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
平成１０年５月の高速埼玉大宮線の供用や、平成１２年５月の「さいたま新都心」の街開きのため、国

道１７号等の周辺道路の交通渋滞が深刻化している。
事業の進捗状況、残事業の内容等

一部において用地交渉が難航し、工事着手までに長期間を要したが、平成１２年３月に 「さいたま新、
都心」街開きにあわせ、暫定3/4車線供用している。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

一部用地取得の難航している箇所がある。用地買収については、任意による交渉を継続するとともに、
土地収用法による法的手続きを進め、平成２０年度に４／４車線供用を目指す。
施設の構造や工法の変更等
側溝等で長尺ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材を用いる等、コスト縮減を図りながら事業を進めている。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

再評価結果（平成１６年度事業継続箇所）




